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め る部分を却下し、

た生活保護変更決定処分は、これを取り消す。

事

１ 本件に関しては次の事実が認められる。

決

実

書

福祉第14  2  9 号

審査請求人　㎜

平成２０年２月２ ９日付けで行われた審査請求について、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６

０号）第４ ０条第１項及び第３項の規定により、次のとおり裁決する。

主　　　　　　文

本件審査請求のうち、平成２０年３月分の見込み収入を㎜ﾏ 算定した根拠について説明を求
平成２０年２月２８日付けで審査請求人に対し行つ

（以下「処分庁」という。）は、平成２０年２月２８日、審査請求人（以下

F請求人」という。）に対し、平成２０年 ３月分の総収入犀込額を皿 と認定し、生活保護法（昭

和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）第２５条第２項 の規定により、生活保護変更決定処分（以

下 「原処分」という。）を行った。

請求人は、原処分を不服として、平成２０年２月２９日、北海道 知事に審査請求を行った。

請 求 の 要 旨

請求人は、概ね、次のとおり主張する。

（1） 自営業に係るイ ンタ ーネット 広告費用を申告し たが、処分庁 がこれを事業 経費として 認めな

かったため、２月分保護費に多額の返納額が発生し、 ３月分の保護費が減額となったのは納得い

かないので、原処分の取消を求める。

（2） また、原処分で はｊ 月分の総収入見込額を㎜ と算定し た根拠について説明してほし い。

ｉ　　　　　　　　　　　 裁 決 の 理 由

-



ｌｈ
ｌ
ｌＩ
ａ『

”`

Ｊ

一一

Ｉ

－

・

｀
―

２　判断

（1） 請求の要旨（1）について

ア　生活保護は√「厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、

その者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うもの」とされ（生

恬保護法第８条第亅項）、要保護者ごとに算定された需要に対し、その者の収入で補うことができ

ない分について保護費を支給することとなる。

そして、事業収入については、「その事業に必要な経費として店舗の家賃、地代、機械器具の修

理費、店舗の修理費、原材料費、仕入代、交通費、運搬費等の諸経費についてその実際必要額を

認定する」（生活保護法による保護の実施要領について（昭和３６年４月１日付け厚生省発社第１

２３号厚生事務次官通知））こととされている。

また、事業の「必要経費は当該事業収入を得るために直接必要な実費を控除する」（生活保護手

帳（別冊問答集）問3  14) とされているほか、外交員の手みやげ、商店の歳暮について、「外交

又は営業成績をあげ、ひいては収入の増加をもたらす手段として真に必要とする場合も考えられ

るが、それらの費用を認める限度及び効果等について測定し難いので、現在のところ一般的には
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認められない」が、「生命保険の外交員の場合のマッチ、腕時計用カレンダー等については、その

者の就労状況等からみて、それが当該就労に必要と認められるものであり、かつ、他の外交員と

の均衡を失しないものであるときに限り、必要最小限度の実費を認めて差し支えない」（生活保護

手帳（別冊問答集）問3  1 6) とされている。

イ　広告宣伝費について、処分庁は、平成２０年４月１６日付け弁明書の中で、事業に直接必要な

実費とはいえず、費用の限度・増収効果の測定が難しいことから、控除対象となる費用とは一般

的に認められないとするが、そもそも広告宣伝費は、収入を得るための経費として、事業運営上

一定程度認められるべきも､のであり、その性格は、外交員の手みやげ、商店の歳暮といったいわ

ぱ交際費的なものではなく、むしろ生命保険の外交員の場合のマッチ、腕時計用カレンダーのよ

うな販売促進費的な意味合いに近いと考えられる。したがって、広告宣伝費が直接必要な実費で

あり、事業経費としで控除することが妥当か否かを判断するに当たっては、その者のこれまでの

就労状況等からみて、当該経費が当該就労に必要と認められるものか、他の同種業者との均衡を

失しないものかどうか、さらにはその額が必要最小限であるかどうか判断する必要がある。

ウ　そこで本件についてみると、平成２０年２月と３月の収入申告書では、１月の収入は㎜

㎜ 、２月の収入は　　　　　　　　　　　･あり、前年同期の収入（平成１９年１月は

２ 月 に比し、明らかに増加傾向が認められるなど、

当該経費が請求人の就労に一定の効果を与えていることは明らかである。また、こうした効果に

より、請求人の稼働意欲への影響を考慮すると、本件広告宣伝費は、今後の請求人の収入を増加

させ、自立を助長することに寄与することが期待でぎるものと考えられる。

また、インターネットによる広告が相当程度普及している中で、本件インターネット広告が、

殊更他の同種業者との比較において均衡を失しているとまではいえず、また本件インターネット

広告にかかる費用も平成２０年１月ば㎜ 、２月は皿 ぐあり、これを差し引いても、
平成 年 月の事業収支こおいて ㎜ 同年 月の事業収支こお 、て ㎜
㎜ の利益 出 てお 直近の （平洫 年 月皿 月 四
㎜ 、１２月 との比較においても増加が認められることから、イ

ンターネット広告費用が一概に高額であると判断することができないものである。

さらに、処分庁が、以前チラシを広告宣伝費として経費と認定していることを考えると、イン

ターネットによる広告について経費と認めないとしたことには合理的な理由がない。

(2匚 請求の要旨(2)につ いて

反論書によると、請求人は、処分庁が３月分の総収入見込額を皿 と算定した根拠の説明

を求めているが、行政庁に対し何らかの作為を求める請求は、不作為の場合を除き、そもそも行

政不服審査の対象外である。

よって、主文のとおり裁決する。

平成２０年７月８日
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北海道知事　　高　橋　はる 回
教　　　　　示

１　この裁決について不服がある場合には、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して３０

日以内に、厚生労働大臣に再審査請求をすることができます。ただし、この裁決があったことを知

った日の翌日から起算して３０日以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると

再審査請求をすることができなくなります。

２　この裁決について不服がある場合には、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

月以内に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道知事となります。）を被告として、

札幌地方裁判所にこの裁決の取消しの訴えを提起することができます。ただし、この裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過

すると裁決の取消しの訴え衛提起することができなくなります。
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